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１【提出理由】

　平成28年６月29日開催の当社第149回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出

するものです。

 

２【報告内容】

(１）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月29日

 

(２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金５円00銭

 

第２号議案　取締役１名選任の件

取締役として、友常信之を選任する。

 

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、江本善仁、山下雅之を選任する。

 

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、北村康央を選任する。
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(３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
議決権行使
総数（個）

決議の結果
（賛成の割合）

第１号議案 312,795 763 － 316,400 可決（98.86%）

第２号議案      

 友常　信之 253,158 60,403 － 316,403 可決（80.01%）

第３号議案      

 江本　善仁 290,920 22,630 － 316,392 可決（91.94%）

 山下　雅之 204,830 108,722 － 316,394 可決（64.73%）

第４号議案      

 北村　康央 220,884 92,666 － 316,392 可決（69.81%）

（注）１.第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

２.第２号議案から第４号議案までの可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（403,546

個）の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

３.議決権行使総数とは、本総会前日までの事前行使による議決権数と本総会当日に出席した株主の議決権

数の合計です。

 

(４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対

および棄権の確認ができていない議決権は、上記表の賛成、反対および棄権の各個数に加算しておりません。従

いまして、上記表の賛成、反対および棄権の各個数の合計と議決権行使総数は一致しません。

 

以　上

 

EDINET提出書類

古河機械金属株式会社(E00032)

臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

